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日
時　
10
月
30
日
～
31
日

場
所　
静
岡
県
熱
海
市

　
　
　
静
岡
県
沼
津
市

温
泉
観
光
地
に
お
け
る
観
光
施

策
推
進
事
業
に
つ
い
て

　
温
泉
地
を
中
心
と
す
る
観
光

地
の
熱
海
市
は
、
平
成
18
年
の

財
政
危
機
宣
言
の
表
明
が
契
機

の
一
つ
と
な
り
、
民
間
主
導
の

動
き
の
加
速
、
団
体
客
か
ら
の

方
向
転
換
、
温
泉
以
外
の
観
光

イ
メ
ー
ジ
の
強
調
に
よ
る
新
規

観
光
客
層
の
開
拓
、
メ
デ
ィ
ア

露
出
方
針
、
外
部
人
材
を
登
用

し
た
起
業
支
援
な
ど
多
角
的
な

取
り
組
み
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
ち
づ
く
り

の
推
進
に
つ
い
て

　
沼
津
市
で
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
ま
ち
づ
く
り
は
、
空
き
家
・

空
き
店
舗
の
解
消
だ
け
で
な
く
、

コ
ン
テ
ン
ツ
が
生
ま
れ
る
こ
と

で
、
新
た
な
交
流
や
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
生
ま
れ
る
循
環
が
で
き

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
新
し
い

事
業
を
始
め
た
い
人
の
提
案
や

相
談
に
柔
軟
に
対
応
す
る
市
の

姿
勢
が
あ
り
ま
し
た
。

庁
舎
施
設
整
備
事
業

　
柏
原
市
の
新
庁
舎
は
防
災
拠

点
、
つ
な
が
り
の
拠
点
、
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
、
省
エ
ネ

対
策
の
４
つ
を
コ
ン
セ
プ
ト
に

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
案
内
サ
イ

ン
や
ト
イ
レ
な
ど
、
誰
も
が
利

用
し
や
す
い
設
計
と
な
っ
て
い

る
ほ
か
、
河
川
沿
い
の
立
地
を

生
か
し
た
テ
ラ
ス
を
設
置
し
、

快
適
な
空
間
の
提
供
に
努
め
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
雨
水
の
利

用
や
災
害
用
ト
イ
レ
の
設
置
等
、

安
全
安
心
と
環
境
に
配
慮
さ
れ

た
庁
舎
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

電
子
回
覧
板
「
結
ネ
ッ
ト
」

　
豊
川
市
で
は
町
内
会
の
運
営

の
負
担
軽
減
等
を
目
的
に
、
町

内
会
等
か
ら
情
報
発
信
で
き
る

ア
プ
リ
「
結
ネ
ッ
ト
」
を
実
証

実
験
を
経
て
令
和
５
年
度
か
ら

本
格
運
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の

ア
プ
リ
の
導
入
に
よ
り
、
町
内

会
の
意
見
集
約
等
の
事
務
負
担

軽
減
と
い
っ
た
効
果
の
ほ
か
、

実
際
に
豪
雨
時
で
は
浸
水
家
屋

の
消
毒
申
請
の
集
約
に
役
立
っ

た
と
い
う
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。

日
時　
11
月
７
日
～
９
日

場
所　
京
都
府
福
知
山
市

　
　
　
大
阪
府
柏
原
市

　
　
　
愛
知
県
豊
川
市

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
取

り
組
み
に
つ
い
て

　
福
知
山
市
で
は
人
口
減
少
下

に
お
い
て
住
み
た
い
ま
ち
に
選

ば
れ
る
た
め
、
ま
た
、
市
内
外

の
認
知
拡
大
等
を
目
的
に
シ
テ

ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
市
内
向
け
に
は

「
い
が
い
と
！
福
知
山
」
と
い

う
ブ
ラ
ン
ド
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作

り
発
信
し
、市
外
向
け
に
は「
明

智
光
秀
が
築
い
た
城
下
町
福
知

山
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

を
進
め
て
い
ま
す
。
ユ
ニ
ー
ク

な
発
想
に
よ
り
展
開
す
る
福
知

山
市
の
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
は
市
民
の
ま
ち
づ
く
り
に
対

す
る
意
欲
向
上
に
つ
な
が
っ
て

い
る
ほ
か
、
全
国
の
数
々
の
賞

を
受
賞
す
る
な
ど
成
果
を
上
げ

て
い
ま
す
。

10
月

▽
３
日　
長
崎
県
大
村
市
議
会

が
視
察
来
庁（
電
子
地
域
通

貨「
渋
Ｐ
ａ
ｙ
」に
つ
い
て
）

▽
５
日　
埼
玉
県
伊
奈
町
議
会

が
視
察
来
庁（
渋
川
市
地
域

助
け
合
い
活
動（
生
活
支
援

体
制
整
備
事
業
））

▽
12
日　
群
馬
県
安
中
市
議
会

が
視
察
来
庁（
子
育
て
支
援

総
合
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
）

▽
30
～
31
日　
経
済
建
設
常
任

委
員
会
が
静
岡
県
熱
海
市
、

静
岡
県
沼
津
市
へ
行
政
視
察

11
月

▽
７
～
９
日　
総
務
市
民
常
任

委
員
会
が
京
都
府
福
知
山
市
、

大
阪
府
柏
原
市
、
愛
知
県
豊

川
市
へ
行
政
視
察

▽
15
日　
栃
木
県
日
光
市
議
会

が
視
察
来
庁（
移
住
・
定
住

関
係
施
策
に
つ
い
て
）

12
月

▽
19
日　
埼
玉
県
美
里
町
議
会

が
視
察
来
庁（
廃
校
の
利
活

用
に
つ
い
て
）

行 

政 

視 

察 

報 

告

総
務
市
民

経
済
建
設

７
月

▽
５
日　
広
島
県
尾
道
市
議
会

が
視
察
来
庁（
観
光
周
遊
ル

　
ー
ト
利
活
用
促
進
事
業
に
つ

い
て
）

▽
６
日　
千
葉
県
東
金
市
議
会

が
視
察
来
庁（
イ
ン
タ
ー
ネ

　
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
等
の
被

害
者
支
援
事
業
に
つ
い
て
）

▽
10
日　
秋
田
県
横
手
市
議
会

が
視
察
来
庁（
給
食
費
無
償

化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
）

▽
19
日　
山
梨
県
韮
崎
市
議
会

が
視
察
来
庁（
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
施
策
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
）

８
月

▽
１
日　
大
阪
府
大
東
市
議
会

が
視
察
来
庁（
公
文
書
管
理

条
例
に
つ
い
て
）

▽
28
日　
石
川
県
白
山
市
議
会

が
視
察
来
庁（
地
域
通
貨
及

び
フ
ー
ド
ロ
ス
削
減
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
） 議

　
会
　
往
　
来
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委
員
長	

反
町　
英
孝

副
委
員
長　
後
藤　
弘
一

委　
　
員　
中
澤　
功
史

	

田
村
な
つ
江

	

田
中　
猛
夫

	

山
内　
崇
仁

	

角
田　
喜
和

	

板
倉　
正
和

議
会
報
編
集
委
員
会

条例の改正 ・・・・・・・・・・・・・ 原案可決
○渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する
条例の一部を改正する条例
○渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を
改正する条例
○渋川市職員の給与に関する条例及び渋川市一般職の任
期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を
改正する条例
○渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例
○渋川市通学バス条例の一部を改正する条例
○渋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○渋川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
○渋川市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正
する条例
○渋川市水道事業給水条例の一部を改正する条例
○渋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条
例の一部を改正する条例
○渋川市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改
正する条例
○渋川市手数料条例の一部を改正する条例

市長専決処分の報告
○和解及び損害賠償の額を定めることについて（２件）

令和５年度補正予算・・・・・・・・・ 原案可決
○渋川市一般会計補正予算（第６号・第７号）
○渋川市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
○渋川市介護保険特別会計補正予算（第２号）
○渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算（第
１号）
○渋川市下水道事業等会計補正予算（第１号）

請願・陳情 ・・・・・・・・・・・・・ 採　　択
○国民のいのちと健康を守るため、医療・介護施設への
支援を拡充し、すべてのケア労働者の賃上げや人員増
を求める請願書

意　見　書 ・・・・・・・・・・・・・ 原案可決
○国民の命と健康を守るため、医療・介護施設への支援
を拡充し、全てのケア労働者の賃上げや人員増を求め
る意見書

そ　の　他 ・・・・・・・・・・・・・ 原案可決
○市道の認定について
○沼尾大橋補修工事請負契約の変更について
○公の施設の指定管理者の指定について（２議案）
○議案第１０１号	渋川市水道事業給水条例の一部を改正
する条例に対する附帯決議

そ　の　他 ・・・・・・・・・・・・・ 否　　決
○渋川市議会議長の不信任決議

令和５年 12月定例会の審議結果

　
昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
５
類
へ
の

移
行
、
異
常
な
猛
暑
、
さ
ま

ざ
ま
な
物
価
の
上
昇
等
で
激

動
の
一
年
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
市
で
は

４
月
以
降
の
水
道
料
金
が
平

均
で
約
18
％
値
上
げ
と
な
り

ま
す
。
議
会
内
で
も
賛
否
両

論
あ
り
、
値
上
率
縮
小
を
求

め
る
声
も
上
が
り
ま
し
た
が
、

可
決
と
な
り
ま
し
た
。
市
民

の
皆
さ
ま
に
は
負
担
を
お
願

い
す
る
形
と
な
り
ま
す
が
、

貴
重
な
資
源
、
無
駄
な
き
よ

う
節
水
に
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

（
編
集
委
員　
山
内　
崇
仁
）

賛否の分かれた表決結果一覧
中
澤
　
功
史

埴
田
　
裕
之

高
野
　
佳
美

髙
澤
　
　
幹

福
島
　
丘
泰

後
藤
　
弘
一

反
町
　
英
孝

板
倉
　
正
和

田
村
な
つ
江

田
中
　
猛
夫

山
内
　
崇
仁

田
邊
　
寛
治

安
カ
川
信
之

加
藤
　
幸
子

茂
木
　
弘
伸

須
田
　
　
勝

望
月
　
昭
治

角
田
　
喜
和

市長提出議案第96号
（通学バス条例の一部改正） ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ― ○ ○ ● ● 遅

刻
可否同数により
議長裁決にて可決

市長提出議案第101号
（水道事業給水条例の一部改正） ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ― ○ ○ ● ● 遅

刻
可否同数により
議長裁決にて可決

議員提出議案第10号
（議案第101号に対する附帯決議）○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ― ○ ○ ● ● 遅

刻
可否同数により
議長裁決にて可決

市長提出議案第104号
（一般会計補正予算（第７号）に

対する修正案）
● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ― ● ● ○ ○ 遅

刻
可否同数により
議長裁決にて否決

市長提出議案第104号
（一般会計補正予算（第７号）） ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ― ○ ○ ● ● 遅

刻
可否同数により
議長裁決にて可決

議員提出議案第12号
（議長の不信任決議） ● ○ ● ○ ● ● ● ― ○ ○ ○ ○ 除

斥 ● ● ○ ○ ● 可否同数により
議長裁決にて否決

※安カ川議長は表決には参加せず、可否同数の場合のみ裁決します。
※議員提出議案第12号（議長の不信任決議）における板倉副議長は、除斥となり退出した安カ川議長に代わって、議長職を務めたため、表決には参加して
いません。なお、当議案における議長裁決は、議長職を務めた副議長による裁決です。

○：賛成　　●：反対

広
報
と
一
緒
に
と
じ
て
保
存
し
ま
し
ょ
う


